
- 1 - 

 鴨川市漁業用燃油価格高騰重点支援金交付要綱を次のように定める。 

  令和８年５月 21 日 

                           鴨川市長 佐々木 久之   

 

鴨川市告示第 111 号 

   鴨川市漁業用燃油価格高騰重点支援金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、燃油価格等の高騰の影響を受けている漁業者に対し予算の範囲内に

おいて交付する鴨川市漁業用燃油価格高騰重点支援金（以下「市支援金」という。）に

関し、鴨川市補助金等交付規則（平成 17 年鴨川市規則第 47 号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （交付対象者） 

第２条 市支援金の交付を受けることができる者（以下「交付対象者」という。）は、次

の各号のいずれにも該当する個人又は法人その他の団体とする。 

 (１) 市内に住所（法人その他の団体にあっては、本店又は主たる事業所）を有してい

ること。 

 (２) 現に漁業を営んでいること。 

 (３) 引き続き市支援金の交付に係る事業（以下「対象事業」という。）を市内で１年

以上継続して実施する意思を有していること。 

 (４) 正組合員（水産業協同組合法（昭和 23年法律第 242 号）第 18条第１項から第４

項までに規定する者をいう。）であること。 

 (５) 次条の対象経費に係る実支出額が２万円以上であること。 

(６) 対象事業を営むに当たって関係する法令及び条例等を遵守していること。 

２ 前項の規定にかかわらず、市支援金の交付を受けようとする者（法人その他の団体に

あっては、その役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる

者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業

務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。））が次の各号のいずれかに

該当するときは、交付対象者としない。 

 (１) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

 (２) 次のアからウまでのいずれかに該当する行為（イ又はウに該当する行為であって、

法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。）をした

者（継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。） 

  ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を

知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員を利用する行為 

  イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、

暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若し

くは便宜の供与又はこれらに準ずる行為 

  ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方

（法人その他の団体にあっては、その役員等）が暴力団員であることを知りながら、

当該契約を締結する行為 
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 (３) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（対象経費） 

第３条 支援の対象とする経費（以下「対象経費」という。）は、令和７年分（法人にあ

っては、直近の事業年度分）の確定申告等で申告した対象事業に係る経費のうち、ガソ

リン、軽油、灯油、重油その他の燃料に係る経費とする。 

（市支援金の額等） 

第４条 市支援金の額は、対象経費の実支出額に 100 分の５を乗じて得た額（1,000 円未

満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

２ 市支援金の交付は、交付対象者１件につき１回とする。 

 （交付の申請） 

第５条 規則第３条の規定により市支援金の交付を申請しようとするときは、令和８年

12月 25日までに、鴨川市漁業用燃油価格高騰重点支援金交付申請書（別記第１号様式）

に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 (１) 対象経費の支払を証する書類（確定申告における燃料等関連費の額を証する書類、

決算書等の写し） 

 (２) その他市長が必要と認める書類 

 （交付の決定等） 

第６条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第４条の規定により市支援金

の交付の可否を決定し、鴨川市漁業用燃油価格高騰重点支援金交付（不交付）決定通知

書（別記第２号様式）により、申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定による通知が市支援金の交付を決定するものであるときは、当該通知に定

める市支援金の額は、規則第 14 条の規定により確定した市支援金の額とし、当該通知

をもって同条に規定する通知があったものとみなす。 

 （交付の請求） 

第７条 規則第 15 条の規定により市支援金の交付を請求しようとするときは、市長が定

める日までに、鴨川市漁業用燃油価格高騰重点支援金交付請求書（別記第３号様式）を

市長に提出しなければならない。 

 （報告及び立入調査） 

第８条 市長は、必要があると認めるときは、市支援金の交付の決定を受けた者に対し、

報告及び立入調査を求めることができる。 

 （返還請求） 

第９条 市長は、偽りその他不正の手段により市支援金の交付を受けた者に対し、市支援

金の返還を求めるものとする。 

 （その他） 

第 10 条 この告示に定めるもののほか、市支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

 （失効） 

２ この告示は、令和９年３月 31 日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第

４条の規定による交付の決定がされた市支援金については、第７条から第９条までの規
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定は、同日後も、なおその効力を有する。 
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別 記 

 第１号様式（第５条関係） 

 

鴨川市漁業用燃油価格高騰重点支援金交付申請書 

 

  年  月  日 

（宛て） 

 鴨川市長     

 

                 申請者 住所                

                     氏名              ㊞ 

                     法人その他の団体にあっては、所在地 

                     並びに名称及び代表者の氏名  

                     電話番号              

 

 

 鴨川市漁業用燃油価格高騰重点支援金の交付を受けたいので、鴨川市補助金等交付規則

第３条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。また、当該支援金の交

付の申請に当たり、下記３の事項について、誓約し、及び同意します。 

 

記 

 

１ 交付申請額  金           円 

 

２ 交付申請額の算定 

燃料費 Ａ 円 

交付申請額（Ａ×5/100） 円 

 ※交付申請額は、1,000 円未満の端数を切り捨てた額とすること。 

 

３ 誓約・同意事項 

 (１) 支給要件を満たしていること。また、申請内容及び提出書類に虚偽がないこと。 

 (２) 鴨川市漁業用燃油価格高騰重点支援金交付要綱第２条第２項各号のいずれにも

該当せず、将来においても該当しないこと。また、その内容に該当しないことを確

認するため、市が千葉県警察本部に照会すること。 

 (３) 市から申請の内容について、調査への協力又は報告の求めがあった場合にはこれ

に応じること。 

 (４) 誓約した内容と事実が相違することが判明した場合には、当該支援金の交付を受

けられないこと及び返還に応ずること。また、これにより生じた損害については、

申請者が一切の責任を負うこと。 

 

４ 添付書類 

 (１) 対象経費の支払を証する書類（確定申告における燃料費の額を証する書類、決算
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書等の写し） 

 (２) その他市長が必要と認める書類 
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 第２号様式（第６条関係） 

 

鴨川市漁業用燃油価格高騰重点支援金交付（不交付）決定通知書 

 

                               第     号  

                               年  月  日  

         様 

 

 

                      鴨川市長            印 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった鴨川市漁業用燃油価格高騰重点支援金に

ついて、鴨川市補助金等交付規則第４条の規定により下記のとおり決定したので、通知し

ます。 

 

記 

 

１ 交付決定額              円 

  交付条件 

 

２ 不交付 

  理由 
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 第３号様式（第７条関係） 

 

鴨川市漁業用燃油価格高騰重点支援金交付請求書 

 

                               年  月  日  

（宛て） 

 鴨川市長 

 

                 請求者 住所                

                     氏名              ㊞ 

                     法人その他の団体にあっては、所在地 

                     並びに名称及び代表者の氏名 

                     電話番号              

 

 

     年  月  日付け     第  号をもって額の決定のあった鴨川市漁

業用燃油価格高騰重点支援金について、鴨川市補助金等交付規則第 15 条の規定により、

下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 請求額              円 

 

２ 振込先 

金融機関名  本店・支店 

口座種別 普通・当座 

口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

 

 


